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R３年度実績

1
緊急通報体制整
備事業（緊急通
報システム）

　ひとり暮らし高齢者等に対して急病・事故等の緊
急事態に対処するために、緊急通報システムを設置
します。
　ひとり暮らし高齢者が増加し、利用者の増加が見
込まれるため24時間365日の健康相談に対応できる
機能の導入を検討します。

　令和３年５月から２４時間の健康相談や、自身が通報でき
ない状況でも２４時間経過すると自動通報される機能を有す
る新システムを導入した。
　市の広報紙やホームページへの掲載の他、チラシを作成し
民生委員や地域包括支援センターへ制度の周知を行った。

緊急通報システ
ム登録者数

(R4)
 66

(R3)
 50

人
緊急通報システム利
用者数

288 人 218
  定期的に広報紙への掲載等周知を行
い、ひとり暮らし高齢者が安心して生活
できるよう支援を継続する。

健幸長寿課

2
軽度生活援助事
業

　掃除・洗濯等日常生活上の援助が必要なひとり暮
らし高齢者若しくは高齢者のみ世帯に軽易な日常生
活の援助を行い、高齢者の自立と生活の質を確保し
ます。

①　制度周知（チラシ作成、ホームページ）
　サービス一覧のチラシを民生委員・地域包括支援セン
ター・ケアマネジャー等に配布

利用者数 4 人 4 健幸長寿課

3

愛の定期便事業
（ひとり暮らし
高齢者乳製品配
布事業）

 ひとり暮らし高齢者で身体の虚弱な人や心身に機
能障がいのある人、日常の生活環境において孤立し
た状況にある人等安否確認の必要性がある人に乳製
品を届け、安否確認を行います。

①　制度周知（チラシ作成、ホームページ）
　サービス一覧のチラシを民生委員・地域包括支援セン
ター・ケアマネジャー等に配布
②　安否確認のとれない高齢者については、親族等への照
会・訪問により安否確認を行った。

愛の定期便事業
利用者数

(R4)
104

(R3)
95

人
利用者数

91
（新規14） 人

　113
（新規20）

健幸長寿課

5
生活管理指導短
期宿泊事業

　在宅で体調不良等により一時的に宿泊による介護
や見守りが必要な虚弱な高齢者等が養護老人ホーム
で短期間宿泊することにより、生活習慣等の指導や
助言を受けて体調調整を行い、要介護状態等への進
行を予防します。

　高齢サービス一覧チラシの作成、介護保険ガイドブックへ
の掲載を行った。

利用者数 1 人 0
　必要時、円滑に制度利用ができるよう体
制を整える。

健幸長寿課

対象者
（障がい者）

109 人 110

対象者
（高齢者）

141 人 151

延べ利用枚数 2,737 枚 3,036

成果指標概要

　調理が困難なひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世
帯等に対して栄養バランスの取れた食事を提供する
とともに、安否確認を行います。

R４年度実績

①　制度周知（しおり作成、ホームページ）
　サービス説明を障がい者福祉のしおりに掲載し、社会福祉
課窓口で配布。

25

社会福祉課6

　課題を整理し、高齢者の生活支援の視
点で事業の見直しを図る。

取組名

地域自立生活支
援事業

4

基本目標１　高齢者が住み慣れた地域で暮らせる仕組みづくり

基本

施策

健幸長寿課

実績

17人

　当該事業は、障がい者も対象としてい
る。障がい者手帳によるタクシー料金割
引や自動車税減免、守谷市デマンド乗合
交通などの類似事業を検証し、当該事業
の方向性を検討する。

第8期　守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）取組内容進行管理シート

基本

目標

評価者

（所属）
令和４年度の取組

①　制度周知（チラシ作成、ホームページ）
　サービス一覧のチラシを民生委員・地域包括支援セン
ター・ケアマネジャー等に配布
②　サービス導入時、その後２回/年の管理栄養士によるアセ
スメントにより、利用者の状況把握とアドバイスを実施し
た。

「住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや」基本理念

配食サービス利用者
数

福祉タクシー券
交付事業

　70歳以上の高齢者のみ世帯等に対して、医療機関
等への通院にタクシーを利用する際に、初乗り運賃
相当額を助成することにより、医療機関等へ通院す
る環境を整えます。

今後の実施方針

基本施策１　高齢者の生活を支えるサービスの充実

2
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施策
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第8期　守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）取組内容進行管理シート

基本

目標

評価者

（所属）
令和４年度の取組

「住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや」基本理念

今後の実施方針

総合相談対応件
数

(R3)
700

(R4)
750

件 相談対応件数

【南部地域包
括支援セン

ター】
　803件（延
1,618件）

【北部地域包
括支援セン

ター】
　537件（延
1,689件）

【合計】
3,307件

件

【南部地域包
括支援セン
ター】902件
（延1,478

件）

【北部地域包
括支援セン
ター】493件
(延1,521件）

【合計】
2,999件

ひとり暮らし高
齢者の対応件数

(R3)
250
(R4)
275

件
ひとり暮らし高齢者
対応件数

318 件 251

2
包括的・継続的
ケアマネジメン
ト支援業務

　高齢者が地域で安全に安心して暮らし続けること
ができるよう、個々の高齢者の状況や変化に応じ
て、介護支援専門員が地域のサークル活動、シニア
クラブ、ボランティア活動等介護保険サービス以外
の地域の様々な社会資源を活用できるよう、地域の
連携・協働体制を整備します。
　また、主治医や介護支援専門員、介護サービス担
当者等との多職種協働の連携体制の構築、市内の主
任介護支援専門員との協働により、介護支援専門員
や介護職員の実践力向上の支援を行います。
　専門職向けの研修は現状での課題に即した内容と
し、資質の向上に努めます。

①　専門職研修会開催
・南部地域包括支援センター
「高齢者に多い呼吸器疾患の基礎・対応について」
・北部地域包括支援センター
「障がい福祉サービスについて」
「高齢者を取り巻く環境・高齢者の自殺について」

②　地域のネットワーク構築

専門職向け研修会開
催数

【南部】1回
呼吸器疾患

26名

【北部】1回
障がい者福祉

サービス
34名

高齢者の環
境・自殺
21名

回/人
（参
加

者）

【南部】
2回

認知症
25人

めまい
　23人

【北部】
1回

精神疾患
42人

　専門職向けの研修を行い、専門職の資
質の向上を図る。
　地域包括支援センターが中心となり、
地域ケア会議（困難事例）を地域の民生
委員や警察、ボランティア等と継続的に
開催する。

健幸長寿課
（地域包括支
援センター）

地域ケア個別会議
（自立支援）開催数

【南部】6回
（12ケース）
【北部】6回
（12ケース）

回/年
度

【南部】6回
（12ケース）
【北部】6回
（12ケース）

地域ケア個別会議
（困難事例）開催数

【南部】3回
(3ケース)
【北部】3回
(3ケース）

回/年
度

【南部】6回
（6ケース）

地域ケア推進会議開
催数

1回
回/年
度

1回

4
地域包括支援セ
ンター事業評価
の実施

　地域包括支援センター運営協議会により、全国的
に使用されている指標評価を用いて業務の状況や量
等の程度を把握するとともに、事業の評価・点検を
行います。

　令和2年度から業務委託した地域包括支援センターの評価を
実施し、国に報告した。

地域包括支援セン
ター運営状況調査

1回
回/
年度

1回

　評価結果から把握した課題の解決と地
域包括支援センター業務が円滑に継続で
きるよう、市の支援体制を整備してい
く。

健幸長寿課
（地域包括支
援センター）

　介護サービス事業者、医療機関、民生委員、ボラ
ンティア等地域における様々な関係者のネットワー
クの構築を図ります。市民の相談しやすい環境づく
りに努めます。

地域ケア個別会
議検討事例件数

3

(R3)
28

(R4)
34

件
地域ケア会議の
実施

　地域包括支援センターが中心となって、定例の地
域ケア個別会議を開催します。
　民生委員、医療機関や警察等の関係機関や介護保
険事業所等と個別課題を解決に向けた協議を行うほ
か、個別課題から導き出される地域課題について、
地域住民と一緒に検討する場を設けます。

①　地域ケア個別会議の開催
　・毎月1回定例開催（要支援者の自立支援）
　・３か月後にモニタリングを実施
　・随時開催（困難事例）

②　地域ケア推進会議の開催
　（地域包括支援センター運営協議会が兼ねる）

①　アウトリーチ型相談
　・熱中症予防訪問
　・その他随時訪問・相談

②　認知症初期集中支援チーム員活動（医療や介護サービス
につなぐ）

③　地域のネットワーク構築

基本施策２　相談支援体制の充実と包括的・継続的ケアマネジメントの提供

健幸長寿課
（地域包括支
援センター）

地域包括支援セ
ンターによる総
合相談

1

　地域ケア個別会議（自立支援）のモニ
タリングを継続し、個別ケア会議の質の
向上を図る。
　地域ケア個別会議で把握した地域課題
等を地域住民と共有・検討し、必要な社
会資源の発掘につなげる。

健幸長寿課
（地域包括支
援センター）

　広報もりやに定期的に地域包括支援セ
ンターを紹介する記事を掲載するなど認
知度をさらに高めていき市民が気軽に相
談しやすい環境づくりと情報提供に努め
る。包括連絡会等を通して、包括支援セ
ンター業務の標準化を図る。
　ネットワークの構築・強化のため、地
区民生委員やまちづくり協議会等の会議
に参加していく。

3



第８期　守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）取組進行管理シート

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

R３年度実績
成果指標概要

R４年度実績
取組名

基本

施策

実績

第8期　守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）取組内容進行管理シート

基本

目標

評価者

（所属）
令和４年度の取組

「住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや」基本理念

今後の実施方針

1
シニアクラブ活
動

　地域の高齢者がお互いに交流を深め、有意義な生
活を送るために市内で自主的に組織した団体による
活動です。奉仕活動、各種スポーツ、趣味等の活動
を通じて、積極的に生きがいづくり・健康づくり・
仲間づくりを行います。
　更に、高齢消費者見守りサポーターが地域におい
て見守り活動をする等、高齢消費者の詐欺被害防止
等の普及啓発を図ります。

　新型コロナウイルス感染対策のため、時間短縮や参加人数
を制限するなど工夫をして５月に元気わくわくスポーツ大
会、７月に視察研修会、１０月のスポーツ大会を開催した。
　各クラブの活動状況を共有し活動意欲の維持を図るため、
シニアクラブ連合会の会報誌第２弾をを発行した。

シニアクラブ会
員数

(R3)
1026

(R4)
1046

人 シニアクラブ会員数 1,056 人 1,060 健幸長寿課

2 サロン活動

　閉じこもり防止や仲間づくりを目的に、地区公民
館や自治会集会所等を活用し運営ボランティアによ
る「サロン」を開設しています。
　高齢者が身近な場所で交流できるよう、地域のボ
ランティアや指導員と音楽や体操、茶話会及び趣味
の活動等を行います。

 コロナ禍の影響で参加者の減少や活動を休止したサロンも
あったが、専門職による「出前講座」等をにより活性化に向
けた支援を行った。

サロン参加者数
（実人数）

(R3)
1075

(R4)
1085

人

29

(実人数)
672人

サロ
ン

33 健幸長寿課

3
シルバーリハビ
リ体操推進事業
（パタカ）

　シルバーリハビリ体操指導士を養成し、シルバー
リハビリ体操（パタカ）の普及に努めます。
　市内において、3級指導士養成講習会を開催し、
人材を確保します。

①　3級養成講座開催（10月）

②　シルバーリハビリ体操を介護予防事業として、指導士会
に委託。

受講者数 10 人 9

　今後も住民主体での介護予防事業を地
域で展開を継続していくため、3級養成
講習会開催を開催し、指導士の養成をし
ていく。

健幸長寿課

4
介護支援ボラン
ティアポイント
制度

　高齢者が介護保険施設等でボランティア活動を
行った場合に、ポイントを付与し還元することで、
生きがいや介護予防につなげます。

 コロナ禍でボランティア受け入れ施設等が受け入れを中止し
ていたため、活動できない状態であった。
　施設等へアンケートを実施し、事業再開にむけた制度の見
直し・調整を行った。
（対象年齢、対象施設等の拡大）

介護支援ボラン
ティアポイント
制度登録者数

(R3)
40

(R4)
45

人
登録者数（活動者
数）

コロナ感染拡
大防止のため
実績０

人
コロナ感染拡
大防止のため
実績０

　事業再開にあたり、多くの方がボラン
ティアに参加できるよう、広報やSNSを
活用し幅広く制度周知を行うと共に、ボ
ランティアを行う方に向けた研修会と、
受け入れる施設等への説明会を実施す
る。

健幸長寿課

5
生涯学習・生涯
スポーツの機
会・場の提供

　趣味等を生かした自発的な学習活動を行う場の提
供や様々な講座を開発するとともに、芸術祭、地区
公民館まつりやスポーツイベント等を通して市民の
文化・スポーツ活動を支援します。

　公民館講座、グランドゴルフ大会、スポーツイベントを開
催した。

高齢者ののべ利用者
数

12,833 人 8,315
　少しでも多くの方が、楽しく参加でき
るような工夫をした講座やイベントを開
催する。

生涯学習課

6
協働のまちづく
り担い手育成事
業

　ともに考え、教え合う双方向の学習形式を取り入
れ、対話型の授業を行います。
　高齢者がまちづくりの担い手として活躍できるよ
う、より実践的な内容のコースを設計します。

　令和３年度から導入したオンライン受講を継続して実施
し、もりや市民大学を開催した。また、令和４年度から新た
に「市民科学ゼミ」コースを導入し、２年間かけて地方創生
の重要な要素である「関係人口」をテーマに、「守谷ファン
を増やす研究」に取り組んでいる。

受講者数
（70歳以上の方の申
込者数）

66
（45）

人
51

（33）

　もりや市民大学において、オンライン
受講を継続して実施するとともに、高齢
者が地域で活躍できるための講座を開催
する。

市民協働推進
課

7
高齢者就業機会
確保事業

　高齢者の自主的な組織として、家庭、民間、官公
庁等から補助的・短期的な仕事を引き受け、会員そ
れぞれの適正に応じた仕事を行うことで、生きがい
の充実を図ります。
　今後、高齢者が社会の担い手となる必要性の普及
啓発を図り、新規事業への参入と人材育成を検討し
ます。

　高齢者の自主的な組織として、家庭、民間、官公庁等から
補助的・短期的な仕事を引き受け仕事を行った。
（行政は後方支援）

シルバー人材セン
ター登録者数

368 人
378 　就業機会の拡大と、会員増加を図り活

性化につなげる。（行政は後方支援）

健幸長寿課
（シルバー人
材センター）

　活動状況を把握し、実情にあった支援
を行い、活動の拡大を図っていく。

基本施策３　高齢者の社会参加・生きがい対策の推進

4



第８期　守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）取組進行管理シート

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

R３年度実績
成果指標概要

R４年度実績
取組名

基本

施策

実績

第8期　守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）取組内容進行管理シート

基本

目標

評価者

（所属）
令和４年度の取組

「住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや」基本理念
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在宅医療・介護連携
相談支援センター相
談件数

0
(合計 23)

件
3

（合計２８）

情報共有システム
（電子＠連絡帳）登録
事業所数

17 か所 13

3

医療機関と介護
事業所間の人的
ネットワークの
強化

　取手市医師会管内の医療機関と介護事業所等によ
る研修会を開催し、顔の見える関係づくりを図りま
す。

　取手市医師会管内の医療機関・介護事業所等の関係者で多
職種研修会２回開催、事例検討会４回をオンラインにより開
催した。

研修等の開催 6
回/年
度

4

　多職種研修会は、顔の見える関係作り
を構築するために集合方式で開催する。
事例検討会は、より多くの専門職が参加
できるようオンラインで毎月開催する。

健幸長寿課

4
地域住民への普
及啓発

　地域住民を対象に在宅医療や介護に関する講演
会・シンポジウムの開催や、パンフレットの作成・
配布等の普及啓発を実施します。

　取手市医師会管内の医療機関・介護事業所等の関係者との
ワーキング会議開催し、住民向け研修会の企画検討を行っ
た。薬局の利用者に対して薬局で認知症に関するDVDを上映
（1週間）し、普及啓発を実施した。

市民向け普及啓
発イベント参加
者数

(R3)
80

(R4)
100

人
薬局での普及啓発活
動

1回
（1週間）
（傍聴者

約1,500人）

回/年
度

　感染対策を講じたうえで、集合形式の
講演会を開催する。

健幸長寿課

延べ登録者数 158 人 135

利用者数
（実人数）

109 人 96

参加者数 67 人 36

開催開催 12 回 9

3
寝たきり高齢者
紙おむつ支給事
業

　高齢者を在宅で介護する家族に対し紙おむつを支
給し、家族の負担軽減を図ります。

①紙おむつを毎月支給
（カタログから必要な紙おむつやパッドを選択し、上限額
5,000円までの注文が可能）

②紙おむつ支給事業の周知（市民、ケアマネジャー）

利用者数 48 人 42
　介護用品の見直しを含め制度見直しの
検討をする。

健幸長寿課

健幸長寿課

健幸長寿課

SOSネットワーク
登録者数

　認知症高齢者と暮らす家族が安心して
介護が継続できるよう、広く制度の周知
を図り事業を継続していく。

家族のつどい参
加者数

　認知症の人を介護している家族に対し、認知症を
理解するための勉強会や、介護経験のある家族同士
の交流の場を設け、家族の負担軽減を図ります。

①広報紙やホームページ等での事業の周知

②市内居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）への周知

徘徊高齢者等
SOSネットワー
ク事業

 地域における認知症高齢者の見守り体制である
「守谷市徘徊高齢者等SOSネットワーク」を活用
し、徘徊により行方不明となった高齢者等の早期発
見や迅速な身元判明につなげることで、高齢者等の
安全確保と家族の負担軽減を図ります。
　引き続き、広報紙等による「守谷市みまもりシー
ル」についての周知を徹底するとともに、介護支援
専門員等の協力を得て家族への働き掛けをを行い、
事業への登録を促進します。

人

2

(R3)
70

(R4)
75

人

事業
所

随時

1
（61名参加）

1

情報共有システ
ム（電子＠連絡
帳）登録事業所
数

(R3)
18

(R4)
26

認知症の方の家
族のつどい

(R3)
120

(R4)
160

①「認知症の方の家族のつどい」の開催

②公認心理師との連携（偶数月）

③広報、ホームページ、チラシ等による事業の周知

情報連携

市内在宅医療介護連
携推進会議

健幸長寿課

健幸長寿課

　退院時等の現在の状況を確認し、課題
の整理をしていく。

①医療と介護の連携を推進するため、多
職種が抱える課題を把握してニーズに
合った研修会を開催していく。

②在宅医療介護連携情報システムと相談
支援センターの活用拡大のため、医療機
関や介護保険事業所への周知方法を見直
す。

①　取手市医師会管内の医療機関・介護事業所等の関係者
で、ワーキング会議開催。（多職種研修会の開催企画当）

②　在宅医療・介護連携に関する相談支援センター機能、情
報共有シート・システムを使った情報連携を行った。
（①、②いずれも取手市医師会への業務委託で実施）

③　市内医療機関・介護事業所との情報共有会議を開催し
た。

　入退院の際に、情報共有をスムーズにすること
で、必要な情報や医療・介護サービスが提供できる
よう関係機関との体制構築を図ります。

情報連携
随時

―回

　作成したマニュアルにより随時医療機関・介護事業所との
情報連携が行われている。
　市内医療機関・介護事業所との情報共有会議を開催した。

基本施策４　在宅医療・介護連携の推進

基本施策５　家族介護者への支援

在宅医療と在宅
介護の連携強化

1

入退院時におけ
る医療機関・介
護事業所等関係
者間の情報共有

2

　取手市医師会管内（取手市・守谷市・利根町）の
医療機関と介護事業所等の関係者の協力を得て、在
宅医療・介護サービスの現状や課題の解決策等を協
議し、提供体制を構築します。
　地域の医療・介護の資源を「見える化」すること
により、資源の有効活用を推進するほか、在宅医
療・介護の連携強化のための情報共有シート・シス
テム等の導入について検討を行います。
　また、在宅医療・介護連携に関する相談支援セン
ターの機能強化を図るとともに、市内医療機関及び
介護事業所との連携会議を開催します。

5
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2
生活支援コー
ディネーターの
配置

　守谷市における生活支援コーディネーターは、守
谷市地域福祉計画及び守谷市地域福祉活動計画を理
解し、6地区の地域性や社会資源を把握した上で、
地域の関係者同士をつなぐ役割を担います。
　本計画期間中は、主に地域のニーズや課題の把握
に努め、その内容を地域での助け合いの仕組みづく
りや介護予防・日常生活支援総合事業の充実に反映
させていきます。

生活支援コーディ
ネーター養成数

7 人 8

　関係課（市民協働推進課、健幸長寿
課）、コーディネーター（社会福祉協議
会）との連絡会議を継続的に開催し、情
報共有と連携強化を図る。また、地域包
括支援センターがまちづくり協議会に参
加し、高齢者の相談窓口として地域との
つながりを強化する。

健幸長寿課
（地域包括支
援センター）
社会福祉協議

会

地域包括ケアシステ
ムチーム数
件数（合計）

172 件 138

件数（高齢者） 74 件 23

件数（障がい） 85 件 46

件数（その他） 13 件 69

①介護予防事業対象
者数（虚弱高齢者）

対象者
1,541人

把握者
1,363人

虚弱高齢者
294人

人

対象者
1,145人

把握者
1,003人

虚弱対象者
214人

②介護予防事業等に
つなげた人数

20 人 16

①　７５歳、７９歳を対象に、基本チェックリスト（本人の
状況を確認する質問票）を発送し、回収された方に対し、結
果票（心身の状態）を作成し通知

②　基本チェックリストの結果の状態に応じ、介護予防事業
等の紹介や介護保険申請につなげた。

　多様な課題を抱えている人に対して関係者の連携
を強化し、相談・支援につなげます。

地域ケアシステ
ム推進事業

　関係機関及び民生委員等を通じた複合的な相談に対して支
援チームを調整し支援した。

社会福祉課
社会福祉協議

会

①　関係課、関係機関（市民協働推進課・社会福祉協議会・
健幸長寿課）との情報共有の会議を開催

②　まちづくり協議会地域福祉部会等へ社会福祉協議会及び
健幸長寿課職員が出席し、高齢者に関する情報提供・意見交
換を実施

基本目標２　高齢者が元気で自立した生活ができるための支援

健幸長寿課

　守谷市における新規の介護保険の認定
者の平均年齢が80歳となっており、75歳
の節目の年代に介入して生活の改善がで
きるようにする。
　介護予防事業の内容充実をはかり、対
象者の状態にあった事業につなげてい
く。

1
介護予防把握事
業

　初期相談を受ける場所を多く設けると
共に、関係機関との調整を行う。

地域包括ケアシ
ステムチーム数

増加

件

　要介護・要支援状態に移行するおそれのある高齢
者を早期に把握し、介護予防活動への参加につなげ
ます。

基本施策１　介護予防事業の円滑な実施

3

基本施策６　地域共生社会の推進

　まちづくり協議会の地域福祉部会また
は役員会に出席し、高齢者に関する必要
な情報提供、今後の地域の取組みについ
て話し合いをしていく。

健幸長寿課
（地域包括支
援センター）
社会福祉協議

会

生活支援体制整
備事業

1

　日常生活圏域（6圏域）ごとに設立されているま
ちづくり協議会地域福祉部会（仮称）を基盤とし
て、各地区における高齢者に関する情報共有や支え
合いの活動などの取組が推進できるようにします。

①　3回/年

②　市内全て
（10地区）の
協議会が設立
された。２地
区で支え合い
活動が行われ
ているほか、
高齢者の見守
り活動とし
て、認知症サ
ポーター養成
講座や声掛け
模擬訓練を実
施した地区も
ある。

①　3回/年
②　まちづく
り協議会が設
置された９地
区のうち、３
地区で地域福
祉部会が設置
された。北守
谷地区では支
え合い活動が
開始され、高
野地区・大野
地区では支え
合い活動実施
に向けた話し
合いが進んで
いる。

6
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①利用者数（延べ） 1,455 人 1,418

②参加者数（延べ） 83 人 82

③参加者数（延べ） 357 人 95

③開催回数 22 回 8

④参加者数（延べ） 1,047 人 473

④開催回数 106 回 59

⑤参加者数（延べ） 42 人 17

⑤開催回数 1 回 1

⑥参加者数（延べ） 119 人 72

⑥開催回数 10 回 9

⑦参加者数（延べ） 146 人

⑦開催回数 12 回

⑧参加者数（延べ） 12,464 人 9,762

⑧開催回数 1,257 回 847

①介護予防リーダー
活動者数

30 人 18

人

4
一般介護予防事
業評価事業

　一般介護予防事業の評価・検証を行い、事業の実
施方法等を検討し、事業内容を改善します。

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施

②介護予防事業の評価実施（講師による助言を受ける）

①令和4年12
月実施
対象者14,911
人
回収率65.7%
②３回

②3回

　介護予防・日常圏域ニーズ調査の結果
及び介護予防事業の取組評価を、第９期
高齢者福祉計画・介護保険事業計画に反
映させる。

健幸長寿課

5
地域リハビリ
テーション活動
支援事業

　作業療法士（健幸長寿課）がサロンや講座等にお
ける市民への介護予防に関する技術的助言を行いま
す。
また、介護職員等への介護予防に関する技術的助言
及び地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケ
アマネジメント支援等、介護予防の取組を総合的に
強化します。

①　げんき館職員への、作業療法士によるリハビリ的技術支
援の実施

②　生活機能相談として、介護支援専門員や地域包括支援セ
ンター職員と同行訪問し、自立支援に向けた助言を実施

③　地域ケア個別会議に出席し、自立支援を目的に助言、ケ
アマネジメントの支援を実施

①げんき館職員への
技術的助言

②生活機能相談

③地域ケア個別会議
での助言

①1

②35

③12

①/月

②件

③回

①１回/月

②20

③12

　リハビリ専門職が地域に出向き、地域
活動の状況を把握し、介護予防に関する
助言を適切に行うことで、安心して活動
を継続することができる。

健幸長寿課

　コロナの影響により、高齢者の心身機
能の低下やフレイル状態への進行が危惧
されている。
　楽しく参加できる介護予防事業を各地
区で展開するとともに、広報紙やホーム
ページ、SNS等を使い幅広く介護予防に
関する情報発信をしていく。

　認知症予防リーダーの自主活動へ向け
た支援を行う。
　ボランティアポイント制度の事業再開
にあたり、多くの方がボランティアに参
加できるよう、広報やSNSを活用し幅広
く制度周知を行うと共に、ボランティア
を行う方に向けた研修会を実施する。

(R3)
300

(R4)
350

①認知症予防リーダーのフォローアップ研修と、新規の養成
教室を開催した。

②認知症予防リーダーの活動支援

③コロナ禍でボランティア受け入れ施設等が受け入れを中止
していたため、活動できない状態であった。
　施設等へアンケートを実施し、事業再開にむけた制度の見
直し・調整を行った。
（対象年齢、対象施設等の拡大）

地域介護予防活
動支援事業

　介護予防に関するボランティア等の人材を育成す
るための研修や介護予防に資する地域活動組織支援
等を行い、地域での介護予防活動を推進します（人
づくり、環境づくり）。

健幸長寿課

3

フレイル予防普
及啓発参加者数

げんき館利用者
数

（R3）
2740

（R4）
2745

延べ
人

③新型コロナ
ウィルス感染
拡大防止のた
め、事業未実
施。

①生きがい活動支援通所事業（げんき館、ミ・ナーデげんき
館）

②作業療法士及び管理栄養士、歯科衛生士による個別指導

③専門職による出前講座（サロン・シニアクラブ等の要請に
より実施）

④専門職によるミニ講座（げんき館、サロンでの健幸ちょ
こっと小話）

⑤介護予防普及啓発講演会・予防教室

⑥公園を活用した運動教室
　
⑦シニア運動教室（体力測定、運動指導）

⑧シルバーリハビリ体操推進事業委託（市民との協働事業）
等

⑨市広報紙に毎月介護予防に関する記事を掲載
『今日からはじめる！大切なあ・し・た』

　市民に、幅広く介護予防に関する知識を理解して
もらうことを目的として、介護予防に資する基本的
な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成
及び配布、介護予防に資する基本的な知識を普及啓
発するための有識者等による講演会や専門職による
相談会等を開催します。
　また、介護予防の普及啓発に資する運動、高齢者
の低栄養や肺炎予防等につなげるための栄養、口腔
等に係る専門職による出前講座や介護予防教室の開
催、シルバーリハビリ体操（パタカ）による介護予
防を推進します。
　6地区の地域特性を踏まえたフレイル予防教室を
展開します。

延べ
人

介護予防普及啓
発事業

2

③新型コロナ
ウィルス感染
拡大防止のた
め、事業未実
施。

健幸長寿課

7
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6

介護予防・生活
支援サービス事
業（訪問型サー
ビス）

　指定事業所によるみなしサービス以外のサービス
として、緩和した基準によるサービスである訪問型
サービスA等の導入を検討します。

　新たなサービス導入に向けた情報収集を行ったが、緩和し
た基準のサービスを実施できる事業所がないため、検討に至
らなかった。
　現在、指定事業所によるみなしサービスのみ実施。

訪問型サービス
（緩和した基準）

0 件 0 健幸長寿課

7

介護予防・生活
支援サービス事
業（通所型サー
ビス）

　指定事業所によるみなしサービス以外のサービス
として、保健・医療の専門職により提供される3～6
か月の短期間のサービスである通所型サービスC等
の導入を検討します。

　新たなサービス導入に向けた情報収集をおこなったが、実
施できる要件に合致せず導入に至らなかった。
　現在、指定事業所によるみなしサービスのみ実施。

通所型サービス（短
期集中予防）

0
件 0 健幸長寿課

8

介護予防・生活
支援サービス事
業（介護予防ケ
アマネジメント
事業）

　要支援者等に対するケアプラン作成を行います。
　要支援者等に対するケアプラン作成を委託地域包括支援セ
ンターが実施した。

ケアプラン作成件数
（実）

【南部】
８２
【北部】
８３
計１６５

件

【南部】
６９
【北部】
６８
計　１３７

健幸長寿課
（地域包括支
援センター）

①②個別指導 225 人 94

30 か所 16

1,421 人 527

認知症関連相談件数
※（）内は認知症診
断を受けるための医
療受診支援数 181

（7）
件

延べ
480

（13）

認知症初期集中支援
事業ケース検討数

16 件 13

①認知症予防ﾘｰﾀﾞｰ
養成数

14 人 20

①認知症サポーター
養成者数

181人/10回 人 80人/４回

②声かけ訓練 2 回 1

③オレンジカフェ 6 回 0

④ケアパスを活用し
た普及啓発

181人/10回 人/回 10/1

①特定保健指導利用
者数

227 人 180

②生活習慣病重症化
予防指導実施者

206 人 158

③糖尿病病予防教室
参加者数

延67
実18

人
延40
実11

　認知症になっても住み慣れた地域で安
心して生活を続けられるように、住民参
加型の取り組み（認知症声かけ模擬訓
練、オレンジカフェ等）を実施し、地域
の理解と協力がえられるようにしてい
く。

保健センター

フレイル予防講座

2 健幸長寿課

　認知症初期集中支援チーム員が、家族等からの相談を受
け、診断がついていない認知症の方の支援を実施。月1回チー
ム員会議を開催し、認知症サポート医と連携して医療受診や
介護保険サービス利用への支援を行った。また、支援実施後
にはモニタリングを実施し評価を行った。

　地域の実情に合わせて、認知症に関する知識の普
及啓発、家族向けの介護教室の開催、ボランティア
の育成を検討します。
　地域での認知症高齢者を支える民間事業所の見守
りネットワークを構築します。
　地域において認知症の人とその家族、地域住民、
認知症サポーターや専門職が集う場としての認知症
カフェを広げ、認知症の人を支えるつながりを支援
するとともに、家族の介護負担軽減を図ります。
　認知症患者のニーズを把握し、支援ネットワーク
について検討します。

　
①認知症予防リーダー養成教室（地域で活躍するリーダー養
成）、認知症サポーターステップアップ講座の開催（認知症
サポーターの活動促進）

②地域で認知症高齢者声かけ模擬訓練を開催

③オレンジカフェの開催
④認知症ケアパスを活用し、認知症サポーター養成講座で啓
発活動を実施

保健事業と介護
予防の一体的な
実施

健幸長寿課

  引き続き、生活習慣病重症化予防及び
健康状態不明者対策の個別支援並びに出
前講座等でのフレイル予防の普及啓発に
取り組むことで、高齢者の生活習慣病重
症化予防と心身機能の維持を図る。

国保年金課
健幸長寿課
保健センター

認知症初期集中
支援推進事業

9

　高血圧や糖尿病といった生活習慣病は、認知症発
症のリスクが高くなるため、生活習慣病の予防が必
要な方への指導を強化していきます。
　運動の習慣は、認知機能を向上させ、認知症のリ
スクを低下させるため、効果的な運動について普及
していきます。

特定健康診査の結果に基づき、
①特定保健指導（訪問、個別面接、集団指導）を実施
②生活習慣病重症化予防指導を実施
全年代への重症化予防に取り組むため、健康づくり健康診
査、特定健康診査、後期高齢者医療健康診査の結果に基づき
対象者を選定し、保健指導を実施
③糖尿病予防教室を実施

　市と連携し、各地域包括支援センター
が主体となり初期集中支援チームの開催
と運営を行っていく。
　医師や専門職からの情報が入りやすく
なるような取組を行う。
　モニタリングを継続し、チーム員活動
の効果を客観的に見える評価方法を検討
する。

認知症地域支
援・ケア向上事
業

　かかりつけ医と連携して早期に認知症専門医への
紹介、診察、確定診断につなげます。
　軽度認知障害（MCI）や若年性認知症の人の把握
と早期対応について、医学的見地を踏まえながら認
知症サポート医と連携して対応策を検討します。
　認知症サポート医と医療と介護の専門職で構成さ
れる認知症初期集中支援チームが、認知症の専門医
療や介護サービスにつながっていない認知症の人を
訪問し、医療や介護サービスが利用できるように支
援します。

　既存のサービスや資源の調整をしてい
く。

1

　後期高齢者医療担当部署（主管課:国保年金課）が介護予防
担当（健幸長寿課）及び健康づくり担当部署（保健セン
ター）との連携・協働で、①生活習慣病重症化予防等の個別
指導、②健康状態不明者に対して必要なサービスにつなぐ個
別指導、③サロン・シニアクラブなどの通いの場において、
フレイル予防の啓発活動・健康教育を行った。

　国保データベース（KDB）システムを活用した健
康地域課題を分析し、リスクのある高齢者に対して
低栄養防止・重症化予防などの個別指導を行いま
す。
　また、通いの場等への積極的な関与を行い、フレ
イル予防などの集団指導を行います。

基本施策2　認知症を地域で支える仕組みづくり

・特定保健指導、重症化予防指導につい
ては、健診時からの保健指導利用勧奨の
実施等、初回指導につながる支援体制の
整備
・委託方法の検討（対象・時期）
・糖尿病予防教室は糖尿病予備軍から疑
いのある人まで、幅広い層を対象に実施
・健診の結果、対象となる方に個別通知
を行い、参加を勧奨する

3
認知症の発症予
防

8
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認知症サポーター数
181

（5,203）
人 80

養成講座 10 回 4

延べ登録者数
（新規登録）

利用者数（実人数）

158
(23)

109
人

135
（25）

96

認知症高齢者声掛け
訓練

2 回 1

6

見守り活動等に
関する協定の締
結と協定に基づ
く事業の実施

　宅配事業者、新聞販売店、金融機関、タクシー会社
等の55事業所と「見守り活動等に関する協定」を締結し
ています（令和2年10月1日現在）。
　協力事業所は、日常の業務の中で、新聞や郵便物が
たまっている、洗濯物が干したままになっている、ひとり
で歩いている高齢者等に異変があることに気付いた等
の場合は市に通報し、通報を受けた市は、必要に応じ
て警察等に通報し、安否確認を行って早期解決を図り
ます。事業所に対する「守谷市みまもりシール」の周知
を継続し、認知症サポーター養成講座の受講を勧める
とともに、協力事業所の拡大を図ります。

　　コロナ禍のため、書面により情報交換会を行った。
見守り活動協力
事業所数

（R3）
60

（R4）
６３

事業
所

見守り活動等に関す
る協定事業所数

60
事業
所

56
　地域での見守りの目として周知すると
ともに、事業所（者）に事業の説明に出
向き、協定事業所を増やす。

健幸長寿課

1 がん検診の実施
　各種がん検診を行い、疾病の早期発見・早期治療
に努めます。

がん検診（集団検診・医療機関検診の予約・実施） がん検診受診者数
（延べ）

14,771 人 13,572
・受診者が円滑に予約ができるよう、予
約システムを改良

保健センター

特定健診受診者数 4,223 人 3,373

法定報告受診率 46.4 ％ 38.7

後期高齢者医療健診
者数

2,312 人 1,915

後期高齢者医療健診
受診率

34.1 ％ 26.6

特定保健指導利用者数 227 人 180

実施率 49.5 ％ 45.7

4 健康教育の実施
　生活習慣病の予防に向けて、生活習慣病予防教
室、骨粗鬆症予防教室等を実施します。

①糖尿病予防教室を実施

②骨粗しょう症予防教室を実施

利用者数
（延べ）

257 人 205

・適切な時期に適切なタイミングで参加でき
るよう、対象者への個別通知や周知を行
い、糖尿病予防教室、骨粗しょう症予防教
室を実施

保健センター

5
歯周疾患医療機
関検診

　口腔の健康は、市民が健康で質の高い生活を営む
上で基礎的かつ重要な役割を果たすとされているこ
とから、40歳、50歳、60歳、70歳の市民に対し、歯
科検診の受診勧奨を行います。

4月に対象者に健診案内の個別通知を発送（要予約）
検診後要精密者の受診状況の把握、受診勧奨を実施

検診受診者数 131 人 114
・検診で要精密であった者への追跡管理、
受診勧奨を継続

保健センター

健幸長寿課

基本施策３　高齢者の健康づくり

保健センター

保健センター

（R3）
54.0

（R4）
57.0

①特定健康診査の予約・実施

②後期高齢者医療健康診査の予約・実施

健康診査（特定
健康診査、後期
高齢者医療健康
診査）の実施

　居宅介護支援事業所や医療機関等にも
周知し、認知症を支える関係機者からも
利用促進を図る。

2

3

健幸長寿課

・受診者が円滑に予約ができるよう、予
約システムを改良

特定保健指導実
施率

①特定健康診査実施後メタボリックシンドローム該当者の保
健指導を実施

②後期高齢者医療健康診査後の保健指導を実施

認知症サポー
ター養成事業

　認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を
行うキャラバンメイトを養成するとともに、地域や職域に
おいて認知症の方と家族を支える認知症サポーターを
養成します。

・地域包括支援センター職員がキャラバン・メイト養成講座を受講。
・応募型、公募型（市主催）の認知症サポーター養成講座を実施。

　メタボリックシンドローム該当者への指導及び血
圧・血糖値が高く医療機関への受診が必要な人への
指導を強化し、生活習慣病の重症化予防に努めま
す。

保健指導の実施

　生活習慣病の予防、重症化予防に向けて、健診の
受診率向上に努めます。

①広報、ホームページ、チラシにより「守谷市徘徊高齢者等SOS
ネットワーク」事業について周知を行った。

②地域で認知症高齢者声掛け訓練を実施。（まちづくり協議会と
の協働）

　地域の見守りの目として、様々な場で
認知症サポーターの養成を継続する。

（R3）
5,400

（R4）
6,000

4

認知症サポー
ター養成講座受
講者数
（延べ人）

人

　地域における認知症高齢者等の見守り体制である
「守谷市徘徊高齢者等SOSネットワーク」を活用し、徘
徊により行方不明となった高齢者の早期発見や迅速な
身元判明につなげることで、高齢者の安全確保と家族
の負担軽減を図ります。
　登録者には、登録者の靴、持ち物、衣類等に貼る「守
谷市みまもりシール」を無料で配布し、登録された情報
は、市、警察署及び消防署が共有し、登録者が行方不
明となった場合は、市とSOSネットワーク構成機関が連
携して捜索します。
　介護支援専門員、医療機関、見守り活動等協力事業
所等に働き掛け、事業の普及拡大に努めます。また、
事業の実効性を高めるため、認知症サポーターを中心
とした徘徊高齢者声掛け訓練を行います。

徘徊高齢者等
SOSネットワー
ク事業

5

・健診時からの保健指導利用勧奨の実施
等、初回指導につながる支援体制の整備
・委託方法の検討（対象・時期）

％

9
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「住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや」基本理念

今後の実施方針

6

高齢者インフル
エンザ予防接
種、高齢者肺炎
球菌予防接種へ
の助成

　予防接種を希望する高齢者が接種できる環境を整
え、感染症の重症化予防を図ります。

①高齢者肺炎球菌
　対象者に4月上旬に案内通知発送

②高齢者インフルエンザ
  対象者に9月下旬に案内通知発送

助成実績 11,051 人 10,311
・重症化予防のため、希望する高齢者に対
して、肺炎球菌及び高齢者インフルエンザ
の接種費用の助成を継続していく。

保健センター

7
ラジオ体操を活
用した健康づく
り

　市民主体の健康づくり活動を支援するため、希望
する市内の活動団体に対し、ラジオ体操CD及び再生
機器の貸し出しを行います。

　保健センター予定表などで「ラジオ体操物品貸出事業」の
周知を実施

参加団体数 8 団体 8
・健康づくり出前講座や保健センター使
用団体に対し、ラジオ体操を普及してい
く

保健センター

1

障害福祉サービ
スと介護保険
サービスの円滑
な接続

　障がいのある人が65歳以上になった時に、介護保
険サービスの利用に円滑に移行できるよう、関係者
間での情報共有を行うことで、一人ひとりの生活状
況等に応じた適切なサービスの提供を図ります。

　支援が必要と判断した場合、随時ケース会議の開催する。

随時ケース会議を実
施することとしてい
たが、対象となる
ケースはなかった。

随時

　関係者間での情報共有を行い、適切な
サービスの提供を行う。
　65歳以上の方を対象に障がい福祉サー
ビスから介護サービスの移行について情
報提供を行う。

社会福祉課
介護福祉課

2
養護老人ホーム
入所措置

　身体上、精神上、環境上に問題があり、かつ経済
的に困窮している人で、自宅で生活することが困難
な人に対して、養護老人ホームの入所手続きや相談
を行い、安定した生活を確保します。

　自宅で生活することが困難な人に対して、養護老人ホーム
の入所手続きや相談を随時実施。

利用者数 5 人 5
　地域包括支援センターや医療機関、民
生委員等関係機関と連携を図り、随時対
象者の把握に務める。

健幸長寿課

成年後見制度市
長申立て件数

（R3）
2

（R4）
３

件 申立て数 1 件 1

成年後見制度相
談件数

（R3）
35

（R4）
40

件 相談数
42（健幸）
33（包括）
合計　75

件 46

成年後見制度
ネットワーク参加
者数

（R3）
30

（R4）
40

人
参加者数
（権利擁護関係機関
情報交換会）

7 人 9

3
高齢者虐待への
対応

　虐待の事例を把握した場合には、「高齢者虐待の
防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律」（平成17年法律第124号）等に基づき、速やか
に当該高齢者を訪問して状況を確認した上で、個々
の状況に応じた適切な対応を行います。

　虐待ケース（疑いも含む）の情報共有及び対応検討会等を
地域包括支援センターと市が協働で開催し、役割分担の中で
支援を行った。

高齢者虐待対応件数 11 件 3
健幸長寿課
（地域包括支
援センター）

個別ケースは
総合相談から

随時対応

①権利擁護関係機関情報交換会を開催した。（外部参加者：
弁護士、司法書士、県社会福祉協議会）

②成年後見制度担当者連絡会　４回実施
（主管課：健幸長寿課、社会福祉課、社会福祉協議会、地域
包括支援センター、障がい者相談支援センター、消費生活セ
ンター）

回

件

①１

②３

  　市民に向け消費者被害の啓発を実施す
るとともに、連絡会や勉強会をとおして関係
者間の情報共有を図る。

2

　成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者の親
族等に対して、成年後見制度の説明や申立てに当
たっての関係機関の紹介などを行い、親族等による
申立てが困難な場合には、市長申立てのための支援
を行います。
　また、制度周知、支援の必要な人の発見、相談支
援等を行う地域連携ネットワークを構築し、合わせ
てネットワークを維持し発展させていくためのコー
ディネート役を担う中核機関と、中核機関やネット
ワークでの取組や課題を協議する場として協議会の
設置に向けて、具体的な検討を深めます。

　成年後見制度の利用促進は、利用者や
その家族の理解がないと相談につながら
ないため、啓発を継続して行う。また、
制度が必要な人の早期発見のため、関係
機関との連携や相談窓口機能を強化す
る。

4
消費者被害の防
止

　訪問販売業者等による消費者トラブル、特殊詐欺
等による被害を未然に防止するため、消費生活セン
ター等と定期的な情報交換を行うとともに、民生委
員、介護支援専門員、訪問介護員、シニアクラブに
よる高齢消費者見守りサポーター等に必要な情報提
供を行います。

　シニアクラブへ詐欺被害防止のためのチラシを配布し情報
提供を行った。

　地域住民、民生委員、介護支援専門員などの支援
だけでは十分に問題解決できない、適切なサービス
等につながる方法が見つからない等の困難な状況に
ある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持
し、安心して生活できるよう、専門的・継続的視点
から、高齢者の権利擁護のための必要な支援を行い
ます。

　市と地域包括支援センターが連携し、
早期発見早期解決へ向けた体制を構築す
る。広報紙・ホームページ等で、虐待に
関する啓発と相談窓口の周知を継続的に
行う。

基本目標３　高齢者のニーズに応じた公的サービスの提供

基本施策１　高齢福祉サービスの充実

権利擁護事業

健幸長寿課
（地域包括支
援センター）

健幸長寿課
社会福祉課

①　１

②　11

1
成年後見制度の
利用促進

個別ケースは
総合相談から
随時対応

①研修会

②情報共有会議

①地域包括支援センターとの協働で専門職向け研修会（成年
後見制度）を開催した。

②虐待ケース（疑いも含む）の情報共有及び対応検討会等を
地域包括支援センターと市が協働で開催し、役割分担の中で
支援を行った。

基本施策２　高齢者の権利擁護のための支援の充実

健幸長寿課
（地域包括支
援センター）
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基本

目標

評価者

（所属）
令和４年度の取組

「住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや」基本理念

今後の実施方針

防犯パトロール実施
回数・参加者数

実施回数
508

参加者数
2,759

回

人

実施回数
　247

参加者数
　1,824

防犯講話実施回数・
参加者数

新型コロナ感
染拡大防止の
ため実施せず

新型コロナ感
染拡大防止の
ため実施せず

2
防犯連絡員の確
保

　都市化に伴う犯罪の巧妙化が進むとともに、ニセ
電話詐欺も急増していることから、各地域の防犯連
絡員の増加を図り、地域・警察・防犯団体と連携し
た防犯活動を進めていきます。

　月1回の定例会を開催し、防犯連絡員との連携により防犯活
動を実施。

防犯連絡員人数 285 人 291 交通防災課

3
交通事故防止対
策の推進

　高齢者の事故が多発・増加している現状から、警
察や交通安全協会と連携し実施している高齢者を対
象としたシルバー自転車セミナーや高齢者自転車大
会などの事業を継続して行い、交通安全意識の高揚
と運転技能の向上に努めます。

　茨城県警察本部が企画するシルバードライバーセミナー等
の検討。

①シルバー歩行者・
自転車セミナー実施
回数・参加者数

②交通安全講話実施
回数・参加者数

新型コロナ感
染拡大防止の
ため実施せ
ず。

新型コロナ感
染拡大防止の
ため実施せ
ず。

交通防災課

避難行動要支援者登
録者数

2,263 人 1,854

同意者数 1,483 人 1,400

自治会等へ提供され
ている人数

639 人 929

6
福祉避難所の設
置

　災害時に避難所での生活が困難な要介護高齢者等
の生活の場を確保するために、福祉避難所の協定事
業所の拡大を図ります。

　コロナ禍により、協定事業所の拡大を自粛したが、福祉避
難所の協定書は10年前の平成24年度に作成されたものである
ため、改訂の検討を行う。

　協定書の精査を
行った。

令和2年度に
開設した介護
付き有料老人
ホーム（特定
施設入居者生
活介護事業
所）に設置可
能であるかの
意向確認を
行った。

　協定書を改訂し、協定を締結している
事業所に対して、改めて協定を取り交わ
すとともに、新たな福祉避難所を増やし
ていく。

社会福祉課
介護福祉課
健幸長寿課

％

避難行動要支援者登録制度の推進
〇名簿の整備・更新
　R4.1月～　令和４年度名簿の作成（R4.1.1基準）
　R4.4月～　更新名簿の作成（R4.7.1基準）
〇避難支援等関係者への名簿提供
　R4.4月～　令和４年度名簿（R4.1.1基準）
　R4.8月～　令和４年度更新名簿（R4.7.1基準）

　災害時要援護者（避難行動要支援者）やその家族
が安心して暮らすことができるよう、避難行動要支
援者名簿を適切に管理します。

自主防災組織結
成率

79.4
自主防災組織の結成促進と活動支援を実施

1
　守谷市防犯連絡員協議会・守谷市防犯パトロール隊と連携
したパトロールを実施。また、随時、メールもりで防犯情報
を配信し、防犯に対する注意喚起を行った。

　交通安全・犯罪防止、災害対策のため
に事業を継続して行っていく。

パトロール活動
の推進と防犯意
識の高揚

　守谷市防犯連絡員協議会・守谷市防犯パトロール
隊と連携したパトロール及び啓発活動を引き続き実
施し、地域での防犯活動の推進と、防犯意識の高揚
に努めます。

交通防災課

77.7

基本施策３　安心して暮らせる地域の創出

％

（R3）
75.0

（R4）
76.5

交通防災課
自主防災組織の
結成促進と避難
支援体制の充実

　災害時の避難行動において支援を必要とする高齢
者等へ防災対策の充実・強化を図るため、防災講
話・発災対応型防災訓練を通じて自主防災組織の結
成促進と活動支援を行い、地域防災行動力の向上と
避難支援体制を整備します。

4 自主防災組織結成率

避難行動要支援
者名簿の整備と
更新

5 社会福祉課

避難行動要支援者（不同意者）に名簿情
報の提供に関する同意をいただくことに
よるメリットを理解していただけるよう
に、勧奨通知を発送するとともに福祉事
業所等の関係機関からのアプローチにつ
いて、協議、検討する。また、未受領の
支援等関係者が課題とする個人情報の管
理について対象団体に対し、ヒアリング
を行い課題解決のための対策を検討す
る。

11
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7

ユニバーサルデ
ザインを意識し
た公共空間の創
出・改善

　ユニバーサルデザインを考慮した事業を継続して
いきます。遊歩道における休憩場所の確保について
は、安全や歩行スペースの確保など多面的な配慮を
行った上で検討します。

　インクルーシブ公園の建設に向けた検討会を開催した。 検討会の開催 1 回 2

　令和5年度にインクルーシブ公園基本
計画を策定予定。
  今後、新規の公園を整備する際や公園
長寿命化計画に基づく既存の公園での遊
具の更新の際の基本方針を定めていく。

建設課

8
高齢者運転免許
証自主返納支援

　運転免許証の全部を自主返納した65歳以上の方に
デマンド乗合交通の利用券を交付します。

自主返納者にデマンド乗合交通利用券（35枚）を配布 利用券交付件数 118 件 137
　自主返納者への利用券交付を継続す
る。

都市計画課

モコバス年間利
用者数

（R3）
57,500
（R4） 人

モコバス年間利用者
数

53,121 人 47,514

デマンド乗合交
通の利用者数

（R3）
17,000
（R4） 人

デマンド乗合交通利
用者数（延べ）

19,603 人 16,419

10
感染症対策の推
進

　新型インフルエンザ・新型コロナウイルス等の感
染拡大防止に向けて市のWebサイト等で情報発信を
していきます。
　また、介護保険施設等で集団感染が発生した際は
保健所等と連携を図り対応します。

①新型コロナウイルス感染症について広報や市ホームページ
及びMorinfoを活用した情報発信

②新型コロナウイルス感染状況について介護保険施設等との
情報共有

①広報や市ホーム
ページ等で情報発信

②新型コロナウイル
スのワクチン接種や
県支援金等の情報を
介護保険施設に周知

①随時

②随時

随時

  新型コロナウイルス感染症について、
広報や市ホームページ、Morinfoを活用
し、必要な情報を発信していく。
　介護事業所に対しては、電子メールに
よる情報提供を行う。

保健センター

介護福祉課

9 　モコバス及びデマンド乗合交通の利用促進
高齢者の移動手
段の確保

都市計画課

　高齢者の移動手段として重要なコミュニティバス
等の充実が求められていることから、「守谷市地域
公共交通網形成計画」（2017年度策定）等に基づ
き、既存の交通網の見直しを行い、更なる利便性向
上を図ります。
　また、自転車、徒歩、車いす等による高齢者等の
移動について、より安全安心なまちづくりを目指し
ます。

　R4年度に策定した地域公共交通計画に基
づき、デマンド乗合交通やモコバス路線等
の公共交通の見直しを行い、利用促進を図
る。
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2
介護施設サービ
ス

3
地域密着型サー
ビス

 

地域包括支援セン
ターによる専門職向
け研修会開催数

4 回 3

4

①訪問介護
②訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
③訪問看護・介護予防訪問看護
④訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
（医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士等から療養上の管理及び指導が受けられるサービス）
⑥通所介護（通所介護施設において受けられるサービス＝デイサービス）
⑦通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
（介護老人保健施設等において受けられるリハビリテーションのサービス＝デイケア）
⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
（特別養護老人ホーム等に短期間入所し受けられるサービス）
⑨短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
（介護老人保健施設等に短期間入所し受けられるサービス）
⑩特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
（介護付き有料老人ホームなどの特定の施設（要届出）に入居する要支援要介護者が受けられる介護サービス）
⑪福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
⑫特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費（支給限度基準額年間10万円）
⑬住宅改修・介護予防住宅改修（支給限度基準額20万円）
⑭居宅介護支援・介護予防支援（ケアプラン作成）
⑮介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援者に対する訪問型サービス、通所型サービス）

介護（予防）
サービス

1

基本目標４　介護保険事業の円滑な実施

基本施策１　介護保険の運営

住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。基本的に
は、利用者はサービス事業所のある市町村の住民に限られます。
〇小規模な通所介護サービス（定員１８人以下）
〇地域の小規模な施設に移り住んで受ける介護サービス（定員２９人以下）
　（小規模な介護老人福祉施設入所は要介護３以上の方）
〇２４時間対応の訪問サービス※（要介護者のみ）
〇夜間の訪問サービス※（要介護者のみ）
〇認知症の方向けのサービス（通所介護・グループホーム）
〇通い・訪問・泊まりなどを組み合わせたサービス※
【※印のサービスは、現在守谷市にはないサービス】

①介護人材の処遇改善
　介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定改善加算等について、市内各介護サービス事業所が加算を取得できる
よう指導助言をする。
②介護従事者に対する実践力向上（資質向上）支援
　地域包括支援センターと市が情報共有及び連携を図り、専門職向け研修会を開催する。

随時 随時
介護サービス事業所
への助言・指導

介護福祉課

介護福祉課介護人材の確保
　県と連携を密にして、必要な施策に取
り組む。

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
　利用対象者：要介護３～５
②介護老人保健施設
　利用対象者；要介護１～５（リハビリテーションが受けられる施設）
③介護医療院
　利用対象者：要介護１～５（長期療養のための医療と日常生活上の介護を
　　　　　　一体的に受けられる施設）
④介護療養型医療施設
　利用対象者：要介護１～５（緊急を要する治療を終え、看護や介護、リハ
　　　　　　　　　　　　ビリテーションが受けられる施設）

別紙１，２参照
（給付実績）
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第８期　守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）取組進行管理シート

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

R３年度実績
成果指標概要

R４年度実績
取組名

基本

施策

実績

第8期　守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）取組内容進行管理シート

基本

目標

評価者

（所属）
令和４年度の取組

「住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや」基本理念

今後の実施方針

1
要支援・要介護
認定の適正化

2

ケアプラン点検
によるケアマネ
ジメント等の適
正化

5 介護給付費通知

　住宅改修及び福祉用具購入・貸与については、利用者の心身の状況や住宅の状況等を勘案し、利用者の日常生活
の自立を助けるために、必要と認められる場合に限り支給されなければなりません。
　市が利用者宅の訪問調査や利用者に対する実態調査等を行い、必要性や利用状況等について点検することによ
り、不適切または不要な住宅改修及び福祉用具購入・貸与を排除し、利用者の状態に応じた適切なサービスの提供
を図ります。

別紙４参照

基本目標５　介護保険料の算出

　茨城県国民健康保険団体連合会の給付実績を基に、提供されたサービスの整合性の確認や介護保険と医療保険の
重複請求の有無の確認を行っています。疑義のある事業所には、ヒアリングや文書の照会を行い、必要に応じて返
還を求め、介護給付の適正化を図ります。

　認定調査要領の作成や認定調査に従事する認定調査委員を対象とする研修を実施するほか、調査結果の検証を行
う等、適切な認定調査の実施に向けた取組を行います。
　また、茨城県と連携して、介護認定審査会委員の認定審査に関する知識の習得・向上のための取組を実施し、介
護認定審査会の公正性及び公平性の向上を図ります。

　介護支援専門員が作成した居宅介護（介護予防）サービス計画書（ケアプラン）について、事業所に対し資料提
出を求める、または訪問調査を行い、介護支援専門員の資格を有する市職員が点検及び支援を行うことにより、
個々の利用者が真に必要なサービスを確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供の改善を図りま
す。

　利用者本人またはその家族に対し、年2回、介護保険サービスの事業所名・介護保険サービスの保険請求状況及
び利用者負担額等の介護給付についての通知を行っています。利用者自ら実際に事業所に支払われている費用を再
確認し、適正なサービスの利用を促します。

医療情報との突
合・縦覧点検

住宅改修等の点
検

基本施策２　介護給付・介護予防給付の適正化

3

別紙３参照
（実施実績）

4

介護福祉課
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